
労
務
に
関
す
る
情
報 

  

●
雇
用
保
険
料
率
の
引
き
下
げ 

                               

平
成
２
４
年
４
月
よ
り
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。 

給
与
計
算
シ
ス
テ
ム
の
料
率
変
更
に
ご
留
意
下
さ
い
。 

 

●
廃
止
予
定
の
助
成
金 

（１
）平
成
２
４
年
３
月
３
１
日
廃
止
予
定 

①
若
年
者
等
正
規
雇
用
化
特
別
奨
励
金 

１
年
間
雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
若
年
者
等
を
、
ハロ

ー
ワ
ー
ク
経
由
で
採
用
し
た
場
合
に
受
給
で
き
る
助
成
金
。 

＊
中
小
企
業
１
０
０
万
円
／
人 

＊
大
企
業
５
０
万
円
／
人 

 

②
既
卒
者
育
成
支
援
奨
励
金 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
経
由
で
３
年
以
内
既
卒
者
を
有
期
社
員
と
し
て

採
用
し
、
教
育
訓
練
（Ｏ
Ｆ
Ｆ
Ｊ
Ｔ
）実
施
後
正
社
員
と
し
た
場
合

に
も
ら
え
ま
す
。 

＊
中
小
企
業
限
定 

最
大
１
２
５
万
円
／
人 

 

（２
）平
成
２
４
年
６
月
３
０
日
廃
止
予
定 

被
災
地
特
例
は
翌
年
３
月
末
ま
で
延
長
予
定
。 

①
３
年
以
内
既
卒
者
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
経
由
で
３
年
以
内
既
卒
者
を
有
期
社
員
と
し
て

採
用
し
、
そ
の
後
正
社
員
と
し
た
場
合
に
も
ら
え
る
助
成
金
。 

＊
最
大
８
０
万
円
／
人 

 

②
３
年
以
内
既
卒
者
採
用
拡
大
奨
励
金 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
経
由
で
３
年
以
内
既
卒
者
を
、
最
初
か
ら
正
社

員
と
し
て
採
用
し
た
場
合
に
も
ら
え
る
助
成
金
。 

＊
最
大
１
０
０
万
円
／
事
業
所 

 

各
助
成
金
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
以
前
の
号
で
ご
紹
介
済
み

で
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
紙
面
の
都
合
上
省
略
し
て
お
り
ま
す
。 

 

●
助
成
金
不
正
受
給
の
注
意
喚
起 

 

厚
生
労
働
省
で
は
、
雇
い
入
れ
助
成
金
の
不
正
受
給
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
注
意
喚
起
し
て
い
ま
す
。 

 

『気
付
か
ぬ
う
ち
に
不
正
受
給
に
該
当
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

念
の
た
め
、
申
請
前
に
今
一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
左
記
の
う
ち
１

つ
で
も
「Ｙ
Ｅ
Ｓ
」が
あ
る
場
合
、
助
成
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
』 

  

①
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
か
ら
の
紹
介
以
前
に
、
対
象
者
の
面
接
な
ど
を

実
施
し
た
。 

□
Ｙ
Ｅ
Ｓ  

□
Ｎ
Ｏ 

②
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
か
ら
の
紹
介
以
前
に
、
対
象
者
に
採
用
や
内
定

の
通
知
を
し
た
。 

□
Ｙ
Ｅ
Ｓ  

□
Ｎ
Ｏ 

③
過
去
３
年
間
に
雇
用
し
た
こ
と
が
あ
る
人
（ア
ル
バ
イ
ト
な
ど 

の
短
期
雇
用
も
含
む
）を
、
助
成
金
の
対
象
と
し
て
採
用
し
た
。

□
Ｙ
Ｅ
Ｓ  

□
Ｎ
Ｏ 

④ 

対
象
者
の
雇
用
開
始
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
前 

の
日
か
ら
申
請
書
を
提
出
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
事
業
主
都 

合
で
解
雇
者
を
出
し
た
。 

□
Ｙ
Ｅ
Ｓ  

□
Ｎ
Ｏ 

 
 

不
正
受
給
発
覚
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
対
象
労
働
者
が
ト
ラ
ブ
ル

で
離
職
し
た
後
、
そ
の
者
が
関
係
機
関
に
申
告
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い

そ
う
で
す
。
基
本
的
に
は
当
事
者
同
士
で
し
か
知
り
得
な
い
こ
と
で

す
か
ら
・・・。
助
成
金
受
給
が
「目
的
」に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
「こ
の

程
度
な
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
」と
無
理
し
が
ち
で
す
。
詐
欺
罪
で
の
刑

事
告
発
も
辞
さ
な
い
方
針
で
す
の
で
十
分
ご
留
意
下
さ
い
。 

  
 

赤
井
労
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所 

社
会
保
険
労
務
士 

赤
井
孝
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URL 

 
http://www.6064.jp 

失業等給付分 二事業分 
 雇用保険率 

被保険者負担 事業主負担 

1,000分の５ 1,000分の3.5 
一般の事業 1,000分の13.5 1,000分の５ 

計 1,000分の8.5 

1,000分の６ 1,000分の3.5 特掲事業のうち 

農林水産業 

清酒の製造の事業 

1,000分の15.5 1,000分の６ 
計 1,000分の9.5 

1,000分の６ 1,000分の4.5 

特掲事業のうち 

建設の事業 
1,000分の16.5 1,000分の６ 

計 1,000分の10.5 


